
一

（
沖
縄
・
北
方
問
題
及
び
地
方
に
関
す
る
特
別
委
員
会
） 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
三
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨 

　

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
を
改
正
し
、
空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
へ
の
商
工
会
議
所
等
の
非
営
利
法

人
の
指
定
を
可
能
と
す
る
。 

二
、
地
方
財
政
法
を
改
正
し
、
地
方
債
の
デ
ジ
タ
ル
証
券
方
式
で
の
発
行
を
可
能
と
す
る
。 

三
、
戸
籍
法
を
改
正
し
、
都
道
府
県
等
に
よ
る
戸
籍
電
子
証
明
書
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
公
用
請
求
を
可
能
と
す
る
。 

四
、
児
童
福
祉
法
、
介
護
保
険
法
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
を
改
正
し
、

介
護
・
障
害
福
祉
人
材
の
確
保
を
目
的
と
し
た
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
か
ら
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
へ
の
委
託
を
可
能
と
す
る
。 

五
、
地
方
自
治
法
及
び
地
方
公
営
企
業
法
を
改
正
し
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
等
の
公
表
回
数
を
毎
年
「
二
回
以
上
」
か

ら
「
一
回
以
上
」
と
す
る
。 



二

六
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
、
港
湾
法
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
、
地
方
道
路
公
社

法
及
び
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
を
改
正
し
、
公
社
等
の
解
散
公
告
を
「
三
回
以
上
」
か
ら
「
一
回
」
と
す
る
。 

七
、
地
方
自
治
法
を
改
正
し
、
外
部
監
査
人
の
補
助
者
に
係
る
住
所
告
示
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
財
産
区
の
議
会
又
は
総
会

の
設
置
条
例
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
提
案
に
加
え
、
市
区
町
村
等
自
ら
に
よ
る
提
案
を
可
能
と
す
る
。 

八
、
土
地
区
画
整
理
法
を
改
正
し
、
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
係
る
住
所
の
公
告
範
囲
を
一
定
の
場
合
に
市
区
町
村
ま
で

と
す
る
。 

九
、
電
波
法
を
改
正
し
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
所
に
お
け
る
伝
搬
障
害
防
止
区
域
図
の
備
付
け
等
を
廃
止
す
る
。 

十
、
測
量
法
を
改
正
し
、
基
本
測
量
及
び
公
共
測
量
に
係
る
都
道
府
県
に
よ
る
公
示
を
廃
止
し
、
国
土
地
理
院
が
公
示
す
る
こ

と
と
す
る
。 

十
一
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 


